
平成22年６月市議会定例会提出案件

　

　提出案件　17件

　　　　　　　　　　　予算案件　１件

　議案　４件　　条例案件　２件 

　　　　　　　単行案件　１件

報告案件 ６件 承認案件 ７件

Ⅰ予算案件　

　平成22年度会津若松市一般会計補正予算（第２号）

Ⅱ条例案件

１　会津若松市税条例の一部を改正する条例 

　　この案件は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正措置を講じようとするものです。

⑴　改正内容

①　給与所得者及び公的年金等受給者は、扶養親族に関する事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならないこととした。　

②　公的年金からの特別徴収制度の対象とならない 65歳未満の公的年金等に係る所得を有

する給与所得者について、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収することができ

ることとした。

③　平成 22年 10月１日以後に売渡しが行われるたばこに係る市たばこ税の税率について、

1,000本当たり 1,320 円（旧３級品については 1,000本当たり 626円）引き上げることと

した。　

④　平成22年 10月１日前に売渡しが行われたたばこを同日に販売を目的として所持する販

売業者等に対して、手持品課税を行うこととした。

⑤　非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置の創設に伴い、当該口座内の株

式等の譲渡所得等とそれ以外の株式等の譲渡所得等を区分して市民税に係る所得を計算す

ることとした。

⑥　法人税法等の一部改正に伴い、必要な条文の整備を行うこととした。

　　　　　　

⑵　施行期日等

　①　⒧の⑥の一部は公布の日から、⒧の③、④及び⑥の一部は平成 22年 10月１日から、⒧

の①及び⑥の一部は平成 23年１月１日から、⒧の②は平成 23年４月１日から、⒧の⑤は

平成25年１月１日から、⒧の⑥の一部は地方自治法の一部を改正する法律の施行の日か

ら施行することとした。

　　②　必要な経過措置を定めることとした。 



２　会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

　　この案件は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正措置を講じようとするものです。

⑴　改正内容

①　基礎課税額の課税限度額を50万円に、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を13万

円に引き上げることとした。　

②　被用者保険の被保険者の後期高齢者医療制度への移行に伴い、当該移行者の被扶養者が

新たに国民健康保険の被保険者となった場合における国民健康保険税の減免措置の適用期

間の制限をなくすこととした。

③　地方税法等の一部改正に伴い、必要な条文の整備を行うこととした。

　⑵　施行期日等

　　①　公布の日から施行し、⑴の③の一部を除き平成22年４月１日から適用することとした。

　　②　必要な経過措置を定めることとした。 

Ⅲ　単行案件

１　財産の取得について 

　　この案件は、香塩地区農村公園用地として、土地を取得しようとするものです。

　⑴　取得物件

　　①　所在　会津若松市大戸町上三寄香塩1861番、1862番、1863番

　　②　地目　雑種地

　

　⑵　取得面積

　　　12,461平方メートル

　⑶　取得金額

　　　50,129,230円

　⑷　取得の相手方

　　　会津若松市中央三丁目10番 12号

　　　会津若松地方土地開発公社 



Ⅳ　報告案件

１　平成21年度会津若松市一般会計継続費繰越計算書について 

    この案件は、さきに継続費として市議会の議決を経た（仮称）生涯学習総合センター整備事 

　業等について、継続費繰越計算書を調製したので報告するものです。 

２　平成21年度会津若松市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

    この案件は、さきに繰越明許費として市議会の議決を経た舗装及び改良事業等について、繰 

　越明許費繰越計算書を調製したので報告するものです。 

３　平成21年度会津若松市一般会計事故繰越し繰越計算書について  

    この案件は、地域介護・福祉空間整備等補助金について、事故繰越しの措置を講じたことに

　伴い、事故繰越し繰越計算書を調製したので報告するものです。  

４　平成21年度会津若松市水道事業会計予算繰越計算書について  

    この案件は、平成21年度会津若松市水道事業会計予算の繰越しについて、予算繰越計算書 

　を調製したので報告するものです。 

５　平成21年度会津若松市観光施設事業特別会計継続費繰越計算書について  

    この案件は、さきに継続費として市議会の議決を経た往時の天守閣再現事業について、継続 

　費繰越計算書を調製したので報告するものです。 

６　平成21年度会津若松市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

    この案件は、さきに繰越明許費として市議会の議決を経た補助対象事業について、繰越明許

　費繰越計算書を調製したので報告するものです。 



Ⅴ　承認案件

　１　平成21年度会津若松市一般会計補正予算（第８号）の専決処分について

　２　平成21年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の専決処分について

　３　平成21年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第４号）の専決処分について

　４　平成21年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算（第４号）の専決処分に

　　ついて

　５　平成21年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の専決処分につい

　　て

　６　平成21年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算（第３号）の専決処分につい

　　て

　　　この６案件は、市債等の確定に伴い、補正措置を講じたことについて、その承認を求めよ 

　　うとするものです。

７　会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について

　　この案件は、地方税法の一部改正に伴い、所要の措置を講じたことについて、その承認を求

　めようとするものです。

⑴　改正内容

　国民健康保険税の被保険者が、倒産等の理由により離職した雇用保険の受給者である場

合等において、所得割額の算定の基礎となる総所得金額及び減額措置判定の基準となる総

所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額をその金額の100分の30

に相当する金額として計算した金額とする特例措置を講ずることとした。

⑵　施行期日等

①　平成22年４月１日から施行することとした。

　　②　必要な経過措置を定めることとした。 


